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当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関す

る法律等の一部を改正する法律」（平成 16 年法律第 88号）（以下「決済合理化
法」といいます）附則第６条第１項の定めに基づき、決済合理化法の施行日で

ある平成 21年１月５日を効力発生日として、株券を発行しない旨の定めを設け
る定款の変更の決議をしたものとみなされることとなり、同日に当社の株券は

無効となりますので、決済合理化法附則第６条第５項の定めに基づき、公告い

たします。 
 

以上 


